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第２期多摩市子ども・子育て支援事業計画における確保量の変更について 

 

 

 

１．経緯 

 令和 2 年 3月末に「多摩市子ども・子育て・若者プラン～第 2期多摩市子ども・子育て支援事業計画～」

策定 

 令和 2年 11月 19日付で、令和 3年度の新入園児数の減少による公定価格（施設の収入）の減等を理由と

して、せいとく幼稚園、富士ヶ丘幼稚園、おだ認定こども園における 1号認定子ども利用定員数の変更に

ついて要望があった。 

 

２．利用定員の変更 

 ⑴施設別利用定員変更点 

施設名 利用定員 

変更前（～令和 3年 3月） 

利用定員 

変更後（令和 3年 4月～） 

せいとく幼稚園 105人 90人 

富士ヶ丘幼稚園 270人 240人 

おだ認定こども園 150人 135人 

 

 ⑵ 計画上の量の見込みと確保方策 

【変更前】            （単位：人）   【変更後】             （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．今後の予定 

  令和 3年 2月 22日     令和 2年度第 4回多摩市子ども・子育て会議へ審議 

  令和 3年 3月中旬～下旬  東京都へ子ども・子育て支援事業計画における確保量の変更について報告 

【獲得目標】 

令和３年度以降の幼児教育における確保量の変更について承認を得る。 
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※ 計画年度である R4年度～R6年度についても、利用

定員変更後の数値を引き継ぐものとする。 


